
  

営業時間など

🔶輸送形態　　介護輸送…介護保険、障害福祉サービスと

　　　　　　　　　　　　 併用して行う輸送

　　　　　　 　ケア輸送…他のサービスを併用せず、運賃

　　　　　　　　　　　　 のみで行う輸送

🔶営業時間　　午前７時から午後６時まで

　　　　　　　 年中無休

　　　　　　　 受付（平日）午前８時から午後５時まで

　　　　　　　 ※当日の予約は全てケア輸送になります。

🔶車　　両　　軽自動車・車椅子用リフト付軽自動車

　　　　　　　 車椅子・ストレッチャー用ワゴン車を

 　　　　　　　ご用意しております。

🔶料金の支払　降車時にお支払いただきます。

 　　　　　　　※介護保険の利用者負担分は別途翌月請求

　　　　　　　 　となります。

🔶予約/問い合わせ

◎平　　日　　社会福祉法人鯵ヶ沢町社会福祉協議会

　　　　　　　電　話　０１７３－８２－１６０２

とりあえず
相談して下さい！

介護タクシーのご案内

急だけど、
病院に行きたい

今日も、安心

国土交通省東北運輸局・青森運輸支局認可のスロープ付リフト

車もあり、車椅子のまま乗り降りできる車両もあります。

<<鯵ヶ沢町社会福祉協議会>>



  

介護輸送サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成２８年４月改正版】

◎サービスを利用できる方

　要介護１～５の認定又は身体障害者手帳などを取得されている方

で、ケアプランなどで｢通院等乗降介助｣｢身体介護｣などの公的サー

ビスと併用される方。

◎利用内容

　病院への通院

◎料　金　＜距離制運賃＞

　　　　初乗運賃　４.０㎞まで５００円

　　　　加算運賃　４.１㎞から１㎞増すごとに１００円

※別途、公的サービス利用料（１～２割負担）がかかります。

◎運賃料金の割引

　障害者手帳などの所持者（身体・知的・精神）・・・・１割引

◎料金の適用方法

　①距離制運賃は、走行距離積算計により算出します。

　②走行距離積算計の小数点以下の値は切り下げて計算します。

　③往復で利用される場合でも、片道ずつ初乗運賃が発生します。

　

ケア輸送サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成２８年４月改正版】

◎サービスを利用できる方

　要支援、要介護１～５の認定又は身体障害者手帳などを取得されて

いる方などで、単独での移動かつ公共の交通機関を利用することが困

難な方。

◎利用内容

　病院への通院（要支援の方など）、施設への入退所及び一時帰宅、

買物、観光地・名所めぐり及びお花見などの余暇活動、墓参り等

◎料　金　＜時間制運賃＞

◎運賃料金の割引

　障害者手帳などの所持者（身体・知的・精神）・・・・１割引

◎料金の適用方法

①時間制運賃は、旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運

　賃とします。

②時間制運賃は、１５分単位とし、３０分未満の端数が生じた場合は

　切り上げるものとします。　

大型車 １５分毎 １，７５０円

小型車 １５分毎 １，２４０円

＜介護輸送・ケア輸送ともに＞

①営業区域は青森県全域とします。

②有料道路、有料駐車場等の利用の際は実費負担していただきます。

③付添人としてご家族などの方の同乗は可能です。
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